
行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律
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令和６年１１月２８日 

 

野田市長  鈴 木  有 



野田市規則第５１号 

 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関す 

る規則 

 

 （野田市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第１条 野田市国民健康保険条例施行規則（昭和３４年野田市規則第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項中「被保険者証その他」を削る。 

第１７条第１項中「被保険者証及び」を削る。 

第１８条中「被保険者証及び死亡診断書又は死体埋火葬許可証、死胎埋火 

葬許可証若しくは改葬遺骨埋火葬許可証若しくは死亡の事実を証明する書類」 

を「葬祭を行った事実を証明する書類」に改める。 

 第１９条第１項中「に被保険者証を添付して、」を「を」に改める。 

 （野田市公印規則の一部改正） 

第２条 野田市公印規則（昭和４６年野田市規則第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

             「 

別表第１野田市印の項中 国民健康保険被保険者証認印用                                          を 

                              」 

 「 

国民健康保険資格確認書認印用  に改める。 

                  」 

（野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則の一部改正） 

第３条 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則（昭和４７年

野田市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項第２号中「被保険者証、組合員証又は加入者証」を「資格確

認書等」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる書類は、当該書類と同



様の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすること

ができる場合は、添付を省略することができる。 

（野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則（昭和

５０年野田市規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３号中「国民健康保険法」の次に「（昭和３３年法律第１９２号）」 

を加える。 

第８条第１項第１号中「被保険者証、組合員証又は加入者証（以下「被保

険者証等」という。）」を「資格確認書等」に改め、同条第３項を同条第４

項とし、同条第２項中「前項の」を「第１項の」に、「前項第２号」を「同

項第２号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる書類は、当該書類と同様

の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすることが

できる場合は、添付を省略することができる。 

 第１０条第６項中「及び第３項」を「から第４項まで」に改める。 

第１０条の２第１項第２号中「被保険者証等」を「社会保険各法による資

格に係る情報」に改める。 

（野田市行政組織規則の一部改正） 

第５条 野田市行政組織規則（昭和５４年野田市規則第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１の２市民生活部の項市民課の目第１７号中「被保険者証の交付返

納」を「資格確認書等の交付及び返納」に改め、同項国保年金課の目第２号

及び第１５号中「被保険者証」を「資格確認書等」に改める。 

別表第３支所の項第９号及び第１５号並びに別表第４出張所の項第８号及

び第１３号中「被保険者証」を「資格確認書等」に改める。 

（野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則の一部改 

正） 

第６条 野田市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則（平

成３年野田市規則第８号）の一部を次のように改正する。 



第５条第１項中「に国民健康保険被保険者証を添付して」を「を」に改め、 

同条第２項中「第９条第６項の被保険者資格証明書の交付」を「第５４条の

３第１項又は第２項本文の規定により特別療養費の支給」に改める。 

第６条中「国民健康保険被保険者証」を「国民健康保険資格確認書等」に、 

「後期高齢者医療被保険者証）及び」を「後期高齢者医療資格確認書等）を

提示の上、」に改める。 

（野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施行規則の一部改正） 

第７条 野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施行規則（平成６年野田市

規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項各号列記以外の部分中「、被保険者証又は組合員証を提示の

上」を削り、同項に次の１号を加える。 

(3)  社会保険各法による資格確認書等の写し 

  第３条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項第３号に掲げる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供

（市長が別に定める方法に限る。）をすることができる場合は、添付を省

略することができる。 

（野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第８条 野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１２

年野田市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項第２号イ中「健康保険被保険者証」を「社会保険各法による

資格確認書」に改める。 

（野田市子ども医療費の助成に関する規則の一部改正） 

第９条 野田市子ども医療費の助成に関する規則（平成１５年野田市規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「（第２号に掲げるものにあっては添 

付又は提示）」を削り、同項第２号中「被保険者証、組合員証又は加入者証」 

を「資格確認書等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる書類は、当該書類と同

様の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすること

ができる場合は、添付を省略することができる。 



（野田市後期高齢者はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則の一部改正） 

第１０条 野田市後期高齢者はり、きゅう、あん摩等の施術に関する規則（平

成３０年野田市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「に後期高齢者医療被保険者証を添付して」を「を」に改

め、同条第２項中「第５４条第７項」を「第８２条第１項又は第２項本文」

に、「被保険者資格証明書の交付」を「特別療養費の支給」に改める。 

第６条中「後期高齢者医療被保険者証及び」を「後期高齢者医療資格確認

書等を提示の上、」に改める。 

（野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関する規則の一部改正） 

第１１条 野田市国民健康保険人間ドック検査費用の助成に関する規則（平成

３０年野田市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「第５条第１項」を「第５条」に改める。 

第５条第２項を削る。 

第６条中「前条第１項」を「前条」に改める。 

第９条第３項中「被保険者証」を「国民健康保険資格確認書等」に改める。 

（野田市後期高齢者人間ドック検査費用の助成に関する規則の一部改正） 

第１２条 野田市後期高齢者人間ドック検査費用の助成に関する規則（平成３

０年野田市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「第５条第１項」を「第５条」に改める。 

第５条第２項を削る。 

第６条中「前条第１項」を「前条」に改める。 

第９条第３項中「被保険者証」を「後期高齢者医療資格確認書等」に改め

る。 

（野田市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部改正） 

第１３条 野田市公共施設予約システムの利用に関する規則（平成３１年野田

市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「健康保険被保険者証」を「社会保険各法による資格確認

書」に改める。 

（野田市助産及び母子保護の実施に関する規則の一部改正） 

第１４条 野田市助産及び母子保護の実施に関する規則（平成３１年野田市規



則第４４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号を次のように改める。 

(2)  社会保険各法による資格確認書等の写し 

  第２条第１項第３号中「母子健康手帳」の次に「の写し」を加える。 

  第２条第３項中「前項各号」を「第２項各号」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 第１項第２号に掲げる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供

（市長が別に定める方法に限る。）をすることができる場合は、添付を省

略することができる。 

（野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実 

施規則の一部改正） 

第１５条 野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援 

事業実施規則（令和２年野田市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号を削り、同条第６号を同条第５号とする。 

第３条第２号ウ中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律第１６４号）」 

を加える。 

第４条第１項第２号中「被保険者証等」を「社会保険各法による資格確認

書等」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる書類は、当該書類と同

様の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすること

ができる場合は、添付を省略することができる。 

（野田市不育症治療費の助成に関する規則の一部改正） 

第１６条 野田市不育症治療費の助成に関する規則（令和４年野田市規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 第１項の規定にかかわらず、同項第５号に掲げる書類は、当該書類と同

様の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすること

ができる場合は、添付を省略することができる。 

（野田市不妊治療費の助成に関する規則の一部改正） 

第１７条 野田市不妊治療費の助成に関する規則（令和４年野田市規則第２号） 



の一部を次のように改正する。 

第６条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、同項第５号に掲げる書類は、当該書類と同

様の内容を含む情報の提供（市長が別に定める方法に限る。）をすること

ができる場合は、添付を省略することができる。 

（野田市斎場予約システムの利用に関する規則の一部改正） 

第１８条 野田市斎場予約システムの利用に関する規則（令和５年野田市規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「健康保険被保険者証」を「社会保険各法による資格確認

書」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 


